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平成２７年６月３日 
厚 生 労 働 省 

 
民間競争入札実施事業 

労働保険加入促進業務の実施状況について 
 
１．業務の概要 

公共サービス改革基本方針（平成２４年７月２０日閣議決定）別表において民間競争入

札の対象として選定された労働保険加入促進業務（以下「本業務」という。）については、

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号）に基づき、

以下の内容により、平成２６年度から民間競争入札により実施している。 
 
（１）業務内容 

強制加入保険である労働保険（労働者災害補償保険及び雇用保険の総称）について、

各都道府県に労働保険適正加入促進員等を配置し、未手続事業に関する情報収集及び

未手続事業への適正加入勧奨、労働保険制度の周知・相談対応等を実施するものである。 
 
（２）受託事業者決定の経緯 

労働保険加入促進業務における民間競争入札実施要項（平成２５年９月制定。以下

「実施要項」という。）に基づく一般競争入札（総合評価落札方式）により決定した。 
 
（３）受託事業者 

一般社団法人全国労働保険事務組合連合会 
 
（４）契約期間 

平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 
 
（５）実施状況評価期間 

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
 
２．確保すべき質の達成状況及び評価 

実施要項において定めた本業務の実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質

の達成状況及び当省の評価は表１のとおりである。 
目標ごとの達成状況については、全体として指標（目標）を上回る実績を上げており、

特に本業務にとって主要な指標（目標）である「未手続事業情報収集数」において指標（目

標）に対してプラス３５．５％、「加入勧奨実施事業数」及び「保険関係成立件数」にお
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いて指標（目標）に対してプラス１８．９％と大幅に上回っているなど、良好な結果が得

られている。 
 

表１ 評価事項等一覧 
 

評価事項 指標（目標） 実施結果 
（対指標比） 

評 価 

未手続事業情報収集

数 

 

50,000 事業 

（うち 40,000 事業

分の情報等を、26年

9 月末までに収集す

ること。） 

67,766事業 

（135.5％） 

42,958 事業 

（26年 9月末時点） 

（107.4％） 

実施結果は指標を大

幅に上回っており、

極めて良好である。 

加入勧奨実施事業数 70,000 事業 

 
 

83,208事業 

（118.9％） 

実施結果は指標を大

幅に上回っており、

極めて良好である。 
保険関係成立件数 32,000 事業 38,063事業 

（118.9％） 

実施結果は指標を大

幅に上回っており、

極めて良好である。 
雇用保険手続件数

（※） 

16,000 事業 

 
 

16,374事業 

（102.3％） 

指標を達成してお

り、良好である。 

事業主説明会の開催

状況（モニタリング

調査に係る結果を含

む） 

参加事業主数 

10,000 名 

15,415名 

（154.2％） 
実施結果は指標を大

幅に上回っており、

極めて良好である。 

責任者及び推進員に

対する研修の実施状

況 

・促進員責任者会議 

開催数 1回 

・推進員研修会研修 

実施回数 47回 

・開催数 2回 

 

・実施回数 154回 

指標を達成してお

り、良好である。 

「全国労働保険適正

加入促進会議」の開

催状況 

1回 

 

1 回 
 

指標を達成してお

り、良好である。 

（※）「雇用保険手続件数」については、実施要項において「対象件数が目標に達しない結

果となっても差し支えない」としている。 

 
３．民間事業者の創意工夫及び改善実施事項 
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（１）本業務の実施に当たっては、計６回にわたる連絡会議を１０月までに開催し、労働保

険適正加入推進員（以下「推進員」という。）の事例発表、地方事務所代表者からこれ

までの活動状況報告と今後に向けた取組についての発表を行うことにより、それぞれ

が問題点を共有し効果的な活動に結びつけている。さらに、１１月に開催した全国労働

保険適正加入促進会議において、連絡会議の成果を発表するなど効果的な取組を行っ

ている。 
（２）未手続事業名簿の作成に当たり、収集した名簿に基づき事前に郵送によるアンケート

を実施し、事業場がその場所に存在しているか、労働者を雇用しているかについて確認

し、労働保険の対象とならない事業場を名簿から除外するなど、未手続事業名簿の情報

の精度を上げるための取組を行っている。 
（３）推進員研修の実施に当たっては、推進員の経験年数等に応じた班編成を行うとともに、

座学のみならずロールプレーイングを用いるなど、効果的な手法を導入している。 
また、加入勧奨等マニュアルの作成に当たっては、対話を拒否する事業主に対する対

応事例をはじめとして、実例を豊富に記載するなど、加入勧奨活動を効果的に実施する

ための工夫を行っている。 
（４）加入勧奨活動の実施に当たっては、事前に事業場の所在地に出向き、労働者の有無や

事業形態などについて目視による調査を行い、事業主への加入勧奨活動が円滑に行え

るよう取組を行っている。 
（５）加入勧奨活動を行う時間帯については、業種ごとに繁忙時等が異なっていることを念

頭に置き、事業主が話合いに応じ易い時間に訪問している。 
（６）事業場を訪問するに当たっては、事業主の問題意識を高めるため、都道府県労働局長

名による加入勧奨文書の発送に合わせて訪問することはもとより、加入意向を示した

事業主に対しては都道府県労働局の担当窓口を教示するとともに、関係行政機関へ連

絡するなどにより効果を上げている。 
（７）都道府県労働局と受託事業者との連携については、①ハローワーク単位など地域を分

割して連絡会を設ける、②担当者を定め実務者レベルによる実践的な連絡・打合せを行

うなど、それぞれの局内の状況に応じて、効率的・効果的に実施している。 
 
４．実施経費の状況及び評価 

市場化テスト実施後の平成２６年度の経費（税抜き。以下同じ。）と、市場化テスト実

施前の平成２５年度の経費を比較して、費用削減効果について検証した。 
具体的な検証方法については次のとおり。 

① 両年度の委託費支払額の増減を比較したこと。 
② 両年度の委託費支払額（全体額）と、両年度の指標（目標）のうち比較対照が可能な

項目を用いて、指標（目標）単位での所要額を比較したこと。 
③ 委託費支払額から、指標（目標）達成数に比例して支出される科目（成功報酬費、研
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修費）を除いた間接費（管理経費）と、指標（目標）を用いて指標（目標）単位での所

要額を比較したこと。 
（１）委託費支払額の比較 

平成２５年度及び平成２６年度の委託費支払額（全体額）を比較したところ、対前年

度比９２．３％に減少しており、経費削減効果が認められる。 
 

表２ 委託費支払額（全体額）を比較した経費削減効果 
 

 ２５年度 
（a） 

２６年度 
（b） 

経費削減効果 

（b）÷（a） 

委託費支払額 
（全体額） 

825,106,548 円 761,686,349 円 ９２．３％ 

（２）委託費支払額と指標（目標）達成度の比較 
委託費支払額（全体額及び間接費）及び指標（目標）実績を、平成２５年度と平成２

６年度で比較し、指標（目標）単位での所要額を比較したところ、全体額との比較では

対前年度比９３．３％～９５．１％に、間接費との比較では対前年度比９０．３％～９

２．１％にそれぞれ減少しており、経費削減効果が認められる。 
 

表３ 委託費支払額及び指標（目標）を比較した経費削減効果 
 

 ２５年度 ２６年度 経費削減効果 

 委託費支払額 
（全体額） 

825,106,548 円 
（a） 

761,686,349 円 
（b） 

 

（b）or（b1）÷

（d） 
 うち間接費 

（管理費等） 
496,494,771 円 

（a1） 
443,582,833 円 

（b1） 
（a）or（a1）÷

（c） 
 ２５年度実績 

（c） 
２６年度実績 

（d） 
（上段が対全体額） 

（下段が対間接費） 

未手続事業情報収集

数 

69,839 件 67,766 件 ９５．１％ 
９２．１％ 

加入勧奨実施事業数 85,545 件 83,208 件 ９４．９％ 
９１．９％ 

保険関係成立件数 38,472 件 38,063 件 ９３．３％ 
９０．３％ 

雇用保険手続件数 16,578 件 16,374 件 ９３．５％ 
９０．５％ 
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５．全体的な評価 

本業務の実施に当たり、確保すべきサービスの質として設定された指標（目標）は、全

て達成されていることから、良好に業務が実施されていると評価できる。 

また、民間事業者からの改善提案による改善実施や創意工夫もなされているとともに、

経費削減も図られていると評価できる。 

したがって、本業務の平成２６年度実施状況について、良好に業務が実施されていると

評価できる。 

 

 
６．今後の業務 
（１）今後の競争性の確保のための方策 

今期の本業務の受託事業者の決定に際しては、前記１（２）に掲げるとおり一般競争

入札（総合評価落札方式）により実施したが、受託事業者以外の応札者は無く１者応札

となったところである。 
1 者応札となった原因について、入札説明会参加者等へのヒアリング調査を行ったと

ころ、①利益の確保が見込めないこと、②組織・人員体制の構築が難しい、との意見が

見られた。 
ついては、これらの意見を踏まえつつ、今後のさらなる競争性の確保のため、次の方

策を検討する。 
① インセンティブが働く効果的な報酬体系について 

本業務の競争性をさらに確保するためには、高い実績を達成した場合に、受託事業

者に対してインセンティブが働く、より効果的な報酬体系の検討が必要である。 
このため標準目標を設定し、これを上回る実績を達成した場合には予め設定して

いる成功報酬費等を増額させることにより受託事業者の成果に報いることとし、一

方で標準目標を未達成となった場合には成功報酬費等を減額させることにより、受

託事業者の意欲と実績に沿った報酬体系とすることが考えられる。 
② 発注要件の緩和について 

実施要項に定める各種発注要件については、本業務の質を確保するために必要な

事項であるが、これらを一部撤廃・緩和することにより受託事業者の創意工夫を引き

出すとともに、本業務の競争性を一層高めることとする。 
具体的には次のとおり要件の撤廃又は緩和を行うことが考えられる。 
・本部及び地方事務所に係る条件の撤廃 
（労働局から１時間以内に設置、什器の整備、配置人員数等） 

・都道府県労働局と地方事務所との連携に係る具体的な手法については、受託事業

者による提案を優先することとし、協議会の開催回数を必須としない 
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・責任者及び推進員のスキルアップについては、受託事業者による提案を優先する

こととし、研修の実施等を必須としない 
  ③チェック体制の構築 
   厚生労働省において、実施状況についての外部有識者等（学識経験者、弁護士、公認

会計士等）による評価委員会を設置し、本業務の実施状況について定期的に検証するた

めの体制を構築する。 
（２）今後の本業務のあり方について 

本業務の平成２６年度実績に係る検証結果は良好であり、今期（平成２６年４月１日

から平成２８年３月３１日まで）終了後も引き続き実施するものである。 
ただし、競争性の確保については不断の努力が必要であり、次期以降は前記（１）に

掲げる取り組みを実施していく。 
ついては、次期（平成２８年度以降）においても引き続き民間競争入札を実施するこ

とにより、質の高い業務の実施及びさらなる競争性の確保に努めてまいりたい。 
 




